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2. 活動の重点
（１）中期計画

①研究所の令和５年度普及実績は、２０２３年８月１９日１５時の会員登録。
②茨城県の目標達成は、２０２３年７月７日１５時までの事務局受付分とする。
③各単会の目標達成日は、２０２３年７月７日以前に設定する。
④中間の達成は、２０２３年２月１７日１５時の事務局受付とする。

全８地区の地区長が中心となり、各単会会長の行動を支え、励まし、導く。
計画普及を基本とし、毎月の計画に基づいた確実な会員増強に取り組む。
「MS自単会参加社数」「単会役員会参加率」「倫理経営基礎講座参加人数」
の増加・向上・改善に取り組み、単会活性化に向けた重要指標の目標を定める。
２年後の令和７年度には「３４単会３,65０社」を確実にする。

（２）活動計画書目標設定基準

●茨城県倫理法人会　令和５年度普及目標

●茨城県倫理法人会　令和5年度（2023年度）中間目標

３２単会〈８地区〉 社以上

を達成しよう！

◆目標達成祝賀会／令和５年７月１５日（土） ： ホテル日航つくば

◆ 中間目標達成祝賀会／令和５年２月２５日（土） ： ホテルニュー麻生

〈　達成期限 ： 令和５年７月７日（金）　〉

中間目標期限 ： 令和５年２月１7日（金）

3,450

3,200社

令和5年度 達成目標

茨城県倫理法人会…普及目標 ２０２５年度「３,65０社」

○退会数……５％以内に抑える　

○ＭＳ参加者数…自単会会員数の３０％を目標に計画

○役員会出席率…７０％以上

○基礎講座参加人数…１１名以上

※年度始めの９月から各月１社以上の入会を目指す
※100社未満の単会は100社以上復帰を目指す

※100社未満の単会は20社以上

※退会は出るものと考え、あらかじめ計画に組み込む

※無闇に人数を増やさず、役員会に参加できる人を中心に構成する

※事前の出欠確認を徹底する／参加を促進する／欠席者に議事録を送付
※連絡、確認をＬＩＮＥ等で済ませず、必ず電話で行うこと

○会員数（Ｒ５年度末）…Ｒ４度末より ＋５～３％の範囲で設定

○入会数………………Ｒ４度末より ＋１０％を目標として計画


